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障害者の工賃アップのための事業について 

令和５年度工賃（賃金）実績 

 

１ 県実績（令和５年度） 

 

①工賃（賃金）実績 

      ※()は、回答を行った事業所数 

施設種別 

平均工賃（賃金） 
事業所数 

( )※ 

令和４年度 令和 3 年度 

月額 時間額 月額 時間額 月額 時間額 

就労継続支援 A 型 

（対前年度比） 

78,197 円 

(100.1％) 

1,058 円 

(104.1％) 

153 

(148) 
78,090 円 1,017 円 78,830 円 1,007 円 

就労継続支援 B 型 

（対前年度比） 

20,932 円 

(－) 

－ 

(－) 

530 

(514) 
15,371 円 219 円 14,572 円 226 円 

※令和 5 年度は、令和 6 年度報酬改定において平均工賃月額の計算方法が変更になったことにより Ｂ型

事業所の実績が大幅に増加していることから、前年度との比較は行っていない。また、同改定でＢ型事

業所の工賃時間額は不要となった。 

 

②就労継続支援Ａ型事業所が条例の基準※を満たしている割合（政令・中核市を除く） 

令和５年度 令和４年度 令和３年度 

85.4％ 57.5％ 54.4％ 

  ※就労継続支援Ａ型事業所については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に  

基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」（平成24年

12月 21日条例第88号）第180 条第2項において「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事

業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなけ

ればならない」こととされている。 
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２ 他県等との比較（令和５年度）  

①工賃（賃金）実績 

 千葉県 全国平均 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 

Ａ

型 

78,197

円 

 

86,752

円 

85,056

円 

78,788

円 

79,546

円 

85,331

円 

106,498 

円 

94,395

円 

Ｂ

型 

20,932

円 

23,053

円 

19,882

円 

22,574

円 

22,934

円 

20,287

円 

23,534 

円 

21,661

円 

※千葉県全国順位 Ａ型…44位 Ｂ型…37位 

 

②就労継続支援Ａ型事業所が条例の基準を満たしている割合（政令・中核市を除く） 

千葉県 全国平均 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 

85.4％ 63.2％ 83.0％ 49.0％ 67.7％ 81.2％ 87.0％ 79.3％ 

 

３ 課題 

・目標工賃（賃金）を達成するだけの作業を確保することが困難な現状があること。 

・目標工賃（賃金）達成のために必要な売上や経費等の金額を職員が正確に把握していない場合

があること。 

・会計処理が正しく理解されておらず、工賃（賃金）が正しく反映されていない場合があること。 

・事業所やその製品について広く社会一般に認知されていないこと。 

・新規開設した就労継続支援事業所の生産活動が軌道に乗っていないこと。 

・商慣行を知らない福祉事業所が多いこと。 

・発注側（行政や企業）のニーズと供給側（事業所）の製品やサービスの不一致（需給ギャップ）

がある。 

 

４ 県の取組み 

 障害者の工賃アップのための事業を通じて、以下の取組みを実施している。 

・【販路・受注拡大事業】合同販売会の開催、共同受注窓口事業。 

・【事業開拓、商品開発事業】新たな業務を請け負うことが可能な事業所のマッチング 

・【事業経営、活動研修事業】事業所が策定する工賃向上計画の有効性評価、工賃向上に 

課題を抱える事業所への訪問支援。 

・【官公需発注促進事業】自治体・企業からの発注を円滑に受注するためのHPの運営。 

・【農福連携による障害者の就農促進事業】ちば農福連携マルシェ（12/3､4）の開催。 

障害者に技術指導を行う農業技術の専門家を事業所に派遣。 


